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		大変申し訳ございません。
お探しのページまたはファイルが見つかりませんでした。

		住まいるダイヤルトップページへ

	

    



    
        
            
                
                相談事例検索

                
                    [image: 住まいるダイヤルで受け付けた電話相談のなかから、消費者の皆様に参考となる相談事例を紹介したものです。あなたのお困りごとに近いものをお探しください。]
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                        相談事例検索はこちらから
                        ピックアップコンテンツ・よく閲覧される相談事例をみる
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                                    建物と隣地境界との距離
                                


                                	新築工事

	戸建

	請負契約

	その他法律に関する相談

	屋根




                            
  

  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
                            
                                
                                    引き渡しを受けた新築住宅に不具合があったため、最終金を払わないでいたら、施工業者の代理人弁護士から支払い請求の書面が届いた。
                                


                                	新築工事

	戸建

	請負契約

	ひび割れ（キズ・欠け）

	窓・建具など

	修補（補修）




                            
  

  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
                            
                                
                                    １年前に建てた木造住宅から床鳴りがして困っています。
                                


                                	新築工事

	戸建

	請負契約

	床

	修補（補修）




                            
  

  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
                            
                                
                                    戸建て住宅の２階の音が1階に筒抜け
                                


                                	新築工事

	戸建

	請負契約

	床

	天井

	修補（補修）




                            
  

  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
                            
                                
                                    新築住宅の引渡しが約９ヶ月延びた。損害賠償を求めたい。
                                


                                	新築工事

	戸建

	請負契約

	契約に関する相談

	不具合部位なし

	損害賠償




                            
  

                        

                    

                    
                        よく閲覧される相談事例

                        






  
                            
                                
                                    1

                                    リフォームの保証期間

                                
                            
  

  
                            
                                
                                    2

                                    リフォーム工事業者がマンションの躯体コンクリートをはつってしまった。原状回復費用等の負担者は。

                                
                            
  

  
                            
                                
                                    3

                                    屋根に太陽光発電システムを設置しようとしたところ、雨漏りが見つかった。

                                
                            
  

  
                            
                                
                                    4

                                    施工業者と工事の遅延や不具合について交渉をしているが、交渉に応じないばかりか工事をやめると言い出した。

                                
                            
  

  
                            
                                
                                    5

                                    住宅品確法の適用がある新築住宅
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                  相談サービスのご案内

				

				まずはこちらをご覧ください
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                  電話で相談したい

				

				一級建築士が対応
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					リフォームの見積を
チェックしてほしい

				

				契約前の不安を解決
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					専門家に相談したい

				

				対面でアドバイス
        	

        
              
            
                [image: 評価住宅、保険付き住宅について知りたい]
            
            
				
					評価住宅、保険付き住宅に
ついて知りたい

				

				安心の２つの制度
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				住宅紛争審査会の
紛争処理手続を利用したい

				裁判外での迅速な解決
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              [image: ナビダイヤル]0570-016-100

              ナビダイヤルは、固定電話3分9.35円（税込）、携帯電話3分99円（税込）で
全国どこからでも通話することができます。
電話受付 10:00〜17:00（土、日、祝休日、年末年始を除く）

				03-3556-5147もご利用いただけます。
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